
 

（（（（仮称仮称仮称仮称））））青森市子青森市子青森市子青森市子どもどもどもども総合計画総合計画総合計画総合計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて    

 

１１１１    現行現行現行現行のののの青森市青森市青森市青森市子子子子どもどもどもども総合計画総合計画総合計画総合計画についてについてについてについて    

    (1)計画の趣旨 

   次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形

成に資するため 

 

 (2)根拠法令及び策定の目的 

次世代育成支援対策推進法に基づく「市町村行動計画」として策定 

 

(3)計画期間 

平成 23 年度～平成 26年度の 5年間 

 

 

２２２２    現行計画現行計画現行計画現行計画のののの期間延長期間延長期間延長期間延長及及及及びびびび新新新新たなたなたなたな計画計画計画計画のののの策定策定策定策定についてについてについてについて 

(1)次世代育成対策推進法の改正 

 

 

 

 

 

(2) 新計画の策定及び現計画の 1年延長 

・「青森市新総合計画（後期基本計画）」との整合を図り、平成 27年度に 

「（仮称）青森市子ども総合計画」（平成 28年度～32 年度）を策定 

・現行の子ども総合計画（後期計画）を平成 27年度まで 1年間延長 

 

 

 

 

 

 

    

【青森市総合計画 前期計画】 

（H23～H27 年度） 

【青森市総合計画 後期計画】 

（H28～H32 年度） 

青森市子ども総合計画 

(後期計画:H23～H26 年度） 

（仮称）青森市子ども総合計画 

（H28～H32 年度） 1111 年延長年延長年延長年延長    

【改正前】 平成 27 年 3月 31 日までの時限立法 

【改正後】 平成 37 年 3月 31 日まで 10101010 年間延長年間延長年間延長年間延長 

資 料 ２ 



 

３３３３    新新新新たなたなたなたな計画計画計画計画のののの策定策定策定策定イメージイメージイメージイメージ及及及及びびびびスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール（（（（案案案案））））についてについてについてについて 

(1) 新たな計画の策定イメージ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 新計画策定スケジュール（案） 

①平成 26 年度中    現計画フォローアップ作業 

アンケート調査実施に係る調査内容の検討 等 

 

②平成 27 年  5 月 児童福祉専門分科会（現計画フォローアップ）、 

計画の基本方向を決定 

③平成 27 年  6 月 アンケート調査実施 

④平成 27 年  7 月 児童福祉専門分科会（計画素案審議） 

⑤平成 27 年  8 月 計画素案決定 

⑥平成 27 年 10 月 浪岡自治区地域協議会（計画案への意見聴取） 

わたしの意見提案制度実施（計画案への意見聴取） 

⑦平成 27 年  1 月 計画案の庁内関係部局との最終協議・調整 

児童福祉専門分科会（計画案審議） 

⑧平成 28 年  2 月 計画決定 

ひとり親家庭等 

自立促進計画 

（Ｈ２８－Ｈ３２） 

放課後子ども 

総合プラン 

（Ｈ２８－Ｈ３２） 

青森市総合計画青森市総合計画青森市総合計画青森市総合計画（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２８２８２８２８－Ｈ－Ｈ－Ｈ－Ｈ３２３２３２３２）））） 

（内容記載） （内容記載） （内容記載） 

国通知（任意） 
母子及び父子並びに 
寡婦福祉法（任意） 

（内容記載） 

権利行動計画 

 

（Ｈ２８－Ｈ３２） 

子どもの権利条例 
（義務） 

子ども・子育て 

支援事業計画 

（Ｈ２７－Ｈ３１） 

子ども・子育て 
支援法（義務） 

個別に計画策定 

（（（（仮称仮称仮称仮称））））青森市青森市青森市青森市子子子子どもどもどもども総合計画総合計画総合計画総合計画（Ｈ（Ｈ（Ｈ（Ｈ２８２８２８２８－Ｈ－Ｈ－Ｈ－Ｈ３２３２３２３２）））） 

次世代法 

個別に計画策定 


